
令和５(2023)年
１月31日(火)
第375号

令和５（2023）年１月31日　火曜日 （55）

告 示
栃木県告示第34号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を指定したので、同
法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年１月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定居宅サービス事業所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970402590 合同会社セレクトエール
代表社員
佐々木　里沙

訪問介護事業所
エール佐野

佐野市堀米町3511
番地コーポＭＦ号
棟

令 和 ５
（2023）年
１月１日

訪問介護

0972600852 株式会社照和
代表取締役
齋藤　和孝

照和の訪問介護 塩谷郡高根沢町光
陽台一丁目１番地
２高根沢サンヒル
シティ

令 和 ５
（2023）年
１月１日

訪問介護

0960490142 めぐ株式会社
代表取締役
小沼　宏彰

めぐ訪問看護ス
テーション佐野

佐野市高萩町1056
番地221

令 和 ５
（2023）年
１月１日

訪問看護

0970600862 社団医療法人栄仁会
理事長
川上　憲一

訪問看護ステー
ションかわかみ

日光市並木町２番
地５

令 和 ５
（2023）年
１月１日

訪問看護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第35号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者を指定したの
で、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年１月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定介護予防サービス事業所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0960490142 めぐ株式会社
代表取締役
小沼　宏彰

めぐ訪問看護ス
テーション佐野

佐野市高萩町1056
番地221

令 和 ５
（2023）年
１月１日

介護予防訪
問看護

0970600862 社団医療法人栄仁会
理事長
川上　憲一

訪問看護ステー
ションかわかみ

日光市並木町２番
地５

令 和 ５
（2023）年
１月１日

介護予防訪
問看護

（高齢対策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第36号
　計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により次のとおり特定計量器の定期検査を行うので、同
法第21条第２項の規定により公示する。
　　令和５（2023）年１月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　計量法施行令（平成５年政令第329号）第10条第１項第１号に掲げる特定計量器の定期検査（２の定期検
査を除く。）

区 域
期 日

場 所
年 月 日 時 間

野 木 町
令和５（2023）年５月
23日（火）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

野木町丸林571
野木町役場

令和５（2023）年５月
24日（水）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

栃木市藤岡町藤岡810
栃木市藤岡公民館

令和５（2023）年５月
25日（木）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

栃木市岩舟町静5133-１
栃木市役所岩舟総合支所会議室棟第１
会議室

令和５（2023）年５月
26日（金）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで 栃木市大平町西山田1771-３

かかしの里令和５（2023）年５月
29日（月）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和５（2023）年５月
30日（火）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

栃木市大平町富田558-11
栃木市大平まちづくり交流センター

栃 木 市
令和５（2023）年５月
31日（水）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

栃木市今泉町２-１-40
栃木市栃木保健福祉センター

令和５（2023）年６月
１日（木）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和５（2023）年６月
５日（月）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和５（2023）年６月
６日（火）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和５（2023）年６月
７日（水）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

栃木市千塚町210
栃木市老人福祉センター福寿園
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令和５（2023）年６月
８日（木）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

栃木市都賀町原宿521
栃木市都賀公民館

令和５（2023）年６月
９日（金）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

栃木市西方町本城１
栃木市西方公民館

壬 生 町

令和５（2023）年６月
12日（月）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで 壬生町大字壬生甲3841-１

壬生町役場１F101会議室令和５（2023）年６月
13日（火）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

下 野 市

令和５（2023）年６月
14日（水）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

下野市笹原26番地
下野市役所

令和５（2023）年６月
15日（木）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和５（2023）年６月
16日（金）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和５（2023）年６月
19日（月）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

上 三 川 町

令和５（2023）年６月
20日（火）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

上三川町しらさぎ１-１
上三川町役場

令和５（2023）年６月
21日（水）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

令和５（2023）年６月
22日（木）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

益 子 町

令和５（2023）年６月
23日（金）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで 益子町益子2030

益子町役場令和５（2023）年６月
26日（月）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

茂 木 町

令和５（2023）年６月
27日（火）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで 茂木町大字茂木1499-２

茂木駅ききょうホール令和５（2023）年６月
28日（水）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

市 貝 町
令和５（2023）年６月
29日（木）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

市貝町市塙1280
市貝町役場

芳 賀 町
令和５（2023）年６月
30日（金）

午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

芳賀町祖母井1020
芳賀町役場

野 木 町
栃 木 市
壬 生 町
下 野 市
上 三 川 町
益 子 町
茂 木 町
市 貝 町
芳 賀 町

各区域の期日の初日か
ら令和５（2023）年12
月20日（水）まで（土
曜日、日曜日及び国民
の祝日に関する法律
（昭和23年法律第178
号）に規定する休日を
除く。）

午前９時から正午まで及び
午後１時から午後４時まで

宇都宮市ゆいの杜１-５-64
栃木県計量検定所
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２　特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第70号）第39条第１項の規定により特定計量器の所在の
場所で行う定期検査
⑴　計量法施行令第10条第１項第１号に掲げる特定計量器の定期検査

区 域 期 日

野木町
令和５（2023）年６月13日（火）から同年12月20日（水）まで（土曜日、日曜
日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）

栃木市、壬生町
令和５（2023）年６月27日（火）から同年12月20日（水）まで（土曜日、日曜
日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）

下野市、上三川町
令和５（2023）年７月４日（火）から同年12月20日（水）まで（土曜日、日曜
日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）

益子町、茂木町
令和５（2023）年７月11日（火）から同年12月20日（水）まで（土曜日、日曜
日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）

市貝町、芳賀町
令和５（2023）年７月18日（火）から同年12月20日（水）まで（土曜日、日曜
日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）

⑵　計量法施行令第10条第１項第２号に掲げる特定計量器の定期検査

区 域 期 日

栃木県の区域（宇都宮
市の区域を除く。）

令和５（2023）年５月23日（火）から同年12月20日（水）まで（土曜日、日曜
日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）

（産業政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第37号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和５（2023）年１月31日から同年３月１日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和５（2023）年１月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　塩原矢板線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

247
前

矢板市平野字高倉山1621-11から
矢板市平野字高倉山1621-55まで

15.1 ～ 23.8 453.0

後
矢板市平野字高倉山1621-11から
矢板市平野字高倉山1621-55まで

17.9 ～ 28.3 453.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第38号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和５（2023）年１月31日から同年３月１日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和５（2023）年１月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

14
主 要 地 方 道
鹿 沼 日 光 線

鹿沼市上日向字西原832から
鹿沼市上日向字中川959-１まで

令和５（2023）年
２月１日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

教 育 委 員 会
栃木県教育委員会告示第２号
　博物館法（昭和26年法律第285号）第10条の規定により、次の施設を博物館登録原簿に登録したので、博物
館の登録に関する規則（昭和27年栃木県教育委員会規則第１号）第６条の規定により公示する。
　　令和５（2023）年１月31日

栃木県教育委員会教育長　　阿 久 澤　　真　　理　　

登 録 年 月 日 記 号 番 号 博 物 館 の 名 称 博 物 館 の 所 在 地

令和５（2023）年１月23日 公博第14号 栃木市立美術館 栃木市入舟町７番26号

（生涯学習課）　
　───────────────────────────────────────────────

選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第１号
　公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第55条第２項及び第４項第２号の規定による不在者投票を行うこ
とができる施設について、次のとおり所在地の変更があったので告示する。
　　令和５（2023）年１月31日

栃木県選挙管理委員会委員長　　伊　　藤　　　　　勤　　

施 設 の 名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

学校法人獨協学園
獨協医科大学日光医療センター 日光市高徳632 日光市森友145-１

　───────────────────────────────────────────────


